
 

 

 川崎市都市公園条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

  令和 ７ 年１２月２６日 

 

       川崎市長 福 田 紀 彦 

 

川崎市規則第１０６号  



川崎市都市公園条例施行規則の一部を改正する規則 

川崎市都市公園条例施行規則（昭和３２年川崎市規則第６号）の一部を次の

ように改正する。 

第１９条を第２２条とし、第１８条の次に次の３条を加える。 

（公園巡回指導員） 

第１９条 条例第２８条に規定する過料の処分に係る事務その他市長が認める

都市公園の管理に関する事務を行わせるため、公園巡回指導員を置く。 

２ 公園巡回指導員は、市長が任命する。 

３ 公園巡回指導員は、第１項に規定する事務を行う場合においては、公園巡

回指導員証（第１０号様式）を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、

これを提示しなければならない。 

 （告知及び弁明の機会の付与） 

第２０条 市長は、条例第２８条の規定により過料を科すときは、告知書・弁

明書（第１１号様式）により、あらかじめ告知し、及び弁明の機会を付与す

るものとする。 

（過料） 

第２１条 市長は、条例第２８条の規定により過料を科する場合においては、

過料決定書（第１２号様式）を交付するものとする。 

２ 条例第４条第１項の規定に違反して同項各号に掲げる行為をした者に対し

て科する過料の額は、同項第９号に掲げる行為にあっては２，０００円とし

、同号以外の号に掲げる行為にあっては情状により市長が定める。 

第９号様式の次に次の３様式を加える。 

 

 

 



第１０号様式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第１１号様式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第１２号様式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



附 則 

この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


